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長崎大学共同研究取扱規程  
平成１６年４月１日  
規程第６６号  

（趣旨) 
第１条 この規程は，長崎大学(以下「本学」という。 )における民間等外部の機関 (以
下「民間機関等」という。)との共同研究の取扱いについて必要な事項を定めるもの
とする。  
（定義) 
第２条 この規程において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定め
るところによる。  
(1) 共同研究  
ア 本学において，民間機関等から研究者及び研究経費等を受け入れて，本学の教
員が当該民間機関等の研究者と共通の課題につき共同して行う研究  
イ 本学及び民間機関等において共通の課題について分担して行う研究で，本学に
おいて，民間機関等から研究者及び研究経費等，又は研究経費等を受け入れて行
う研究  

(2) 民間等共同研究員 民間機関等において，現に研究業務に従事しており，共同 
研究のために在職のまま本学に派遣される者をいう。  

(3) 部局  長崎大学会計規則（平成１６年規則第６０号）第２条に規定する部局を
いう。  

(4) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。  
（共同研究の申込み) 
第３条 共同研究の代表者(以下「研究代表者」という。)が所属する部局長は，共同研
究の申込みをしようとする民間機関等の長から，共同研究申込書 (様式第１号 )を徴す
るものとする。  
（受入れの決定) 
第４条 共同研究の受入れは，当該部局の教授会又は部局長が適当と認めた委員会等
(以下「教授会等」という。)の議に基づき，部局長が決定するものとする。  
２ 前項の教授会等は，共同研究の受入れの決定が適切に行われるよう，共同研究の実
施に必要な事項を審議するものとする。  
３ 部局長は，民間機関等の長から共同研究の申請があった場合は，その都度教授会等
を開催するなど迅速な処理を行うものとする。  
（受入れ決定の通知) 
第５条 部局長は，共同研究の受入れを決定したときは，共同研究受入決定通知書 (様
式第２号)により学長及び民間機関等の長に通知するものとする。 
 （契約の締結等) 
第６条 学長は，前条の通知を受けたときは，直ちに民間機関等の長と共同研究契約を
締結し，部局長に通知しなければならない。 
（研究経費の納付) 
第７条 民間機関等の長は，共同研究に要する経費を，原則として当該研究の開始前に
納付しなければならない。ただし，複数年度契約に係る２年目以降の分割納付額につ
いては，当該契約書で定めた額を納入時期までに納付するものとする。  
２ 共同研究を完了し，又は第１１条第２項の規定により共同研究を中止した場合にお
いて，前項の規定により納付された研究経費の額に不用が生じ，民間機関等の長から
不用となった額について返還の請求があったときは，返還しなければならない。  
（研究料の納付) 
第８条 民間機関等の長は，民間機関等共同研究員を派遣する場合は，契約締結後直ち
に研究料を納付しなければならない。  
２ 前項の研究料の額は，１人につき年額４２万円とし，月割り計算はしないものとす
る。  
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３ 同一年度内において，研究期間を延長する場合には，同一の民間等共同研究員に係
る研究料は，改めて徴収しない。  
４ 既納の研究料は，返還しない。  
（研究経費の負担) 
第９条 共同研究の受入れを行う部局は，その施設及び設備を共同研究の用に供すると
ともに，当該施設及び設備の維持及び管理に必要な経常経費等を負担するものとする。 
２ 民間機関等は，共同研究遂行のために特に必要となる謝金，旅費，研究支援者の人
件費，消耗品費，光熱水料費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)を負担す
るものとする。  
３ 前項の規定にかかわらず，第２条第１号イの共同研究の場合にあっては，民間機関
等における研究に要する経費は，民間機関等の負担とする。  
（研究期間) 
第１０条 共同研究の開始は，原則として，民間機関等の長より研究経費等が納付され
た日以降に行うものとする。  
２ 共同研究の研究期間は，研究開始の日からおおむね５年を上限とする。  
（共同研究の中止等) 
第１１条 研究代表者は，共同研究を中止し，又は研究期間を延長する必要が生じたと
きは，直ちに部局長に報告しなければならない。  
２ 部局長は，前項の規定による報告を受けた場合において，天災その他研究遂行上や
むを得ない理由があると認めるときは，民間機関等の長と協議の上，当該共同研究の
中止又は研究期間の延長を決定し，学長に通知するものとする。  
（設備等の取扱い) 
第１２条 共同研究に要する経費により，研究の必要上，新たに取得した設備等は，本
学の所有に属するものとする。ただし，第９条第３項の規定により，研究の必要上，
民間機関等において新たに取得した設備等は，民間機関等の所有に属するものとする。 
２ 部局長は，共同研究の遂行上必要があると認めるときは，民間機関等の所有に係る
設備を無償で受け入れることができる。  
（研究場所) 
第１３条 部局長は，本学において行う研究又は分担して行う研究のために必要な場合
には，研究代表者及び研究担当者 (以下「研究代表者等」という。)に民間機関等の施
設において研究を行わせることができる。  
２ 民間等共同研究員は，共同研究遂行のため必要がある場合には，本学の教育研究施
設等を利用することができる。  
（共同研究の進行状況報告) 
第１４条 研究代表者は，複数年度にわたる共同研究を実施したときは，各年度ごとに
共同研究進行状況報告書(様式第３号)を翌年度４月末までに部局長に提出するもの
とする。  
２ 部局長は，前項に規定する報告を受けたときは，共同研究進行状況通知書(様式第
４号)に同項の報告書を添付の上，学長及び民間機関等の長に通知するものとする。  
（共同研究の完了) 
第１５条 研究代表者は，当該共同研究が完了したときは，共同研究成果報告書(様式
第３号)を部局長に提出するものとする。  
２ 部局長は，前項に規定する報告を受けたときは，共同研究完了通知書 (様式第４号)
に同項の報告書を添付の上，学長及び民間機関等の長に通知するものとする。  
（特許出願) 
第１６条 学長及び民間機関等の長は，共同研究に伴い発明が生じた場合には，速やか
に相互に通報するとともに，帰属の決定，出願事務等が迅速かつ円滑に行われるよう
努めるものとする。  
２ 学長及び民間機関等の長は，速やかに発明の帰属を決定できるよう，共同研究の契
約時に，相互の役割分担等を協議して定めるものとする。  
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３ 学長又は民間機関等の長は，共同研究の結果，研究代表者等又は民間等共同研究員
が独自に発明を行った場合において，特許出願を行おうとするときは，当該発明を独
自に行ったことについて，あらかじめ相手側の同意を得るものとする。  
４ 学長及び民間機関等の長は，共同研究の結果，研究代表者等及び民間等共同研究員
が共同して発明を行った場合において，特許出願を行おうとするときは，持分等を定
めた共同出願契約を締結の上，共同出願を行うものとする。ただし，民間機関等の長
から特許を受ける権利を承継した場合は，本学が単独で出願を行うものとする。  
５ 学長は，共同出願契約を締結する場合は，外部の専門家を活用するなど柔軟かつ迅
速な対応に努め，研究代表者等と民間等共同研究員との持分を定めた上で，共同出願
契約を締結するものとする。  
６ 学長は，共同研究の結果生じた発明については，長崎大学職務発明等審査委員会に
諮るものとし，発明があった都度同委員会を開催するなど，その迅速な処理に努める
ものとする。  
（特許権等の実施) 
第１７条 学長は，前条第３項及び第４項ただし書の発明について，本学が承継した特
許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「本学が承継した特許権等」
という。)を民間機関等又は民間機関等の指定する者に限り，出願したときから１０
年を超えない範囲内において優先的に実施させることができる。  
２ 学長は，前条第４項本文の発明について，民間機関等との共有に係る特許を受ける
権利又はこれに基づき取得した特許権 (以下「共有に係る特許権等」という。)を民間
機関等の同意を得て，民間機関等の指定する者又は学長の指定する者に対し，出願し
たときから１０年を超えない範囲内において優先的に実施させることができる。  
３ 前２項における優先的実施期間については，必要に応じて更新することができる。
ただし，更新する場合の取扱いに当たって，特許権等の実施は，本学の財産の運用で
あることに留意し，公共性・公平性を著しく損なわないことなどについて考慮の上，
取り扱うものとする。  
（特許権等の実施の許諾) 
第１８条 学長は，前条第１項の場合において，民間機関等若しくは民間機関等の指定
する者が本学が承継した特許権等を，前条第２項の場合において，民間機関等の指定
する者又は学長の指定する者が共有に係る特許権等を，それぞれ優先的実施の期間中，
一定期間(学長と民間機関等の長が協議して定めた期間)を超えて正当な理由なく実
施しないときは，民間機関等，民間機関等の指定する者及び学長の指定する者以外の
者に対し，民間機関等又は民間機関等の指定する者の意見を聴取の上，当該特許権等
の実施を許諾することができる。  
（実施料) 
第１９条 前２条の規定により，本学が承継した特許権等若しくは共有に係る特許権等
の実施を許諾したとき又は共有に係る特許権等を本学と共有する民間機関等が実施
するときは，別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。  
（実用新案権等の取扱い) 
第２０条 実用新案権及び実用新案登録を受ける権利については，第１６条から前条ま
での規定を準用する。  
（研究成果の公表) 
第２１条 研究代表者等は，共同研究による研究成果を原則として公表するものとする。
ただし，学長は，特許の出願その他特に必要があると認めるときは，研究成果の公表
の時期及び方法について民間機関等の長と協議の上，契約書等において定めるものと
する。  
（研究の実施状況等の公表) 
第２２条 学長は，共同研究の実施状況等を必要に応じ公表するものとする。  
（補則) 
第２３条 この規程に定めるもののほか，共同研究の取扱いについて必要な事項は，部
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局長が別に定めるものとする。 
附 則  

この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 
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様式第１号 

                                                                     平成  年  月  日   

                  殿 

                                                   住  所                

                                                   名  称                              

                                                   代表者名                           , 

共  同  研  究  申  込  書 

下記のとおり，共同研究を申込みます。 

記 

１ 研究題目   

２ 研究目的及び内容 
 

３ 研究期間  平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 

４ 研究実施希望場所  

 

  年  度 平成  年度 平成  年度 平成  年度 計 

  直接経費     

  研 究 料     

５ 研究に要する経費の

負担額（消費税及び地方

消費税含む。） 

  合    計     

  所  属   職  名   氏  名 役 割 分 担 

    

６ 民間等共同研究員等 

  □分担型 

（分担型も記載のこと） 
    

  所  属   職  名   氏  名 役 割 分 担 
７ 希望する研究担当者 

    

８ 提供設備等  

９ 主な事業内容  

１０ その他  

 

  （注） 研究期間が３年を超える場合は，「５ 研究に要する経費の負担額」の欄を適宜追加すること。 
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様式第２号 

 
共同研究受入決定通知書 

 
平成  年  月  日   

長崎大学長及び
民間機関等の長    殿 

  

  

部局長          印  
 
 
 

 長崎大学共同研究取扱規程の定めるところにより，下記のとおり共同研究の受入れを決定したので通
知します。 
 
 

記 
 
 
１ 申請者の住所及び代表者名 
 
２ 研究題目 
 
 
３ 研究目的及び内容 
 
４ 研究に要する経費         本学 
                    民間機関等 
 
５ 研究期間 
 
６ 研究に使用する施設及び設備    本学 
                    民間機関等 
  
７ 研究に従事する者         本学 
                    民間機関等 
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様式第３号 

共同研究(進行状況・成果)報告書 

                                    部局名 :           
1 共同研究の概要等 

 

２ 経費の支出実績額 

民  間  機  関  等  負  担 分 大 学 負 担 分 

区   分 共 同 研 究 
 

経 費 

共同研究 
 

員 費 
合 計 
民間機関等の 
施設における 
研 究 経 費 

共同研究 
 

経 費 

大 学 
 

既 定 経 費 
合 計 

複数年度 
契約締結 
状況 

歳 入 額        

歳 出 額        

 

 
３ 研究期間  平成  年  月  日～平成  年  月  日 

担 当 者 氏 名 所 属 部 局 等 電話・ＦＡＸ番号及びＥ－ｍａｉｌアドレス 
事務連絡先 

   

 

 

 
 
□
□
□
□

 
ﾗ ｲ ﾌ ｻ ｲ ｴ ﾝ ｽ 
情 報 通 信 
環 境 
ナノテクノロジ

ー ・ 材 料 

□ 
□ 
□ 
□ 

エ ネ ル ギ ー 
製 造 技 術 
社 会 基 盤 
フロンティア 

 
 
研究開始年度 

 
 
平成 年度 

もっともふさわしい研究分野を１つ選択の上，”レ”を記入。 
上記の分野により難い場合にのみ下記に研究分野名を記入。 

研 究 題 目 

分担型 □ 

 
□区分Ａ
□区分Ｂ
□区分Ｃ
    

 

研 究 成 果 
の  概   要  

研 究 成 果 の 
今後の活用等  

研 究 者 氏 名 所 属 部 局 ・ 職 名 

 

（研究代表者の氏名に※印）  

 

大 学 の 
 

研 究 組 織 

計  名 

 

 

機 関 名  
分
類 

 

住  所  

事 業 内 容  

規
模 

 
民 間 機 関 の 
 

研 究 組 織 

民間等共同 
研究員数 

人 

 

民間機関等か
らの設備の受
入状況 
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様式第４号 
  
 

共同研究(進行状況・完了)通知書 
 
 

平成  年  月  日  
  
 

  
 
 

 
 
 

             部局長            
  
 
 
      長崎大学共同研究取扱規程の定めるところにより，別紙のとおり通知します。 
 
 
 

記 
 
 
１ 研究代表者 所属・氏名 
 
２ 研究題目 

長崎大学長及び
民間機関等の長      殿 


